
仕様書 

 

１ 業務名 

  「クリスタル国スポ岐阜２０２７」トートバッグの調達業務 

 

２ 納期限 

  令和８年７月３日（金） 

 

３ トートバッグの仕様 

  （１）品 名：カタログ「MARKLESS STYLE Spring＆Summer 2026」P.149 

型番 TR-0751 キャンバスデイリートート（Ｍ） 

（２）サ イ ズ：本体／約 345×355×100（㎜） 

           持ち手／約 25×560（㎜） 

（３）容 量：約８ℓ 

（４）生 地：コットン（320ｇ/㎡）  

（５）カ ラ ー：ナイトブラック 

（６）デザイン：別紙１「デザイン案」をもとに作成すること。 

（７）ロ ゴ：正面 1ヶ所転写プリント（シルクプリントでも可） 

        ロゴデータは実行委員会から提供する。 

（８）数 量：５００個 

（９）そ の 他：・トートバッグデザインとして、実行委員会が提供するロゴデータをレイ 

アウトデザインし、実行委員会に提示し、承諾を得ること。実行委員会

から修正指示があった場合には、速やかに修正を行い、実行委員会に提

示し、承諾を得ること。 

・送料込み 

   

４ 納品先 

 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（スピード） 

岐阜県実行委員会事務局（県庁 9階地域スポーツ課内）  

 

５ 費用の支払い 

・打合せ、資料作成、その他業務を進めるうえで必要となる通信費及び雑費については、契

約金額に含むものとする。 

 

６ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守 

受託者は、本業務の実施にあたり関連する法令等を遵守すること。 

 

 



（２）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 

 

（３）守秘義務及び受託者の責任 

・受託者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者の他に漏らし、又は本業務の履行

以外の目的に不正に使用してはならない。このことについては、契約期間が終了した後で

あっても同様とする。 

・万一、受託者の責に帰す情報漏洩が発生した場合、それにより発生する損害（第三者に及

ぼした損害を含む。）については、受託者が自己の責任において処理しなければならない。 

  ・受託者の雇用人が、異動、退職等により業務を離れる場合や第三者に業務を一部委託する

場合についても、受託者はその者に対し取得情報を秘匿させなければならない。 

 

（４）著作権の取扱いについて 

本業務における著作権の取扱いについては、別記１「著作権等取扱特記事項」によること。 

 

７ 業務の継続が困難となった場合の措置について 

  発注者と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措

置は、次のとおりとする。 

（１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者の責に帰すべき事由により本業務の継続が困難となった場合には、発注者は契約の

解除ができる。この場合、発注者に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次

期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこととする。 

 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他の不可抗力等、発注者及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業

務の継続が困難となった場合、業務継続可否について両者協議し、一定期間内に協議が整わ

ない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。 

契約期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な

引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供することとする。  

    

８ 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務 

（１）妨害又は不当介入に対する通報義務 

   受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らし 

て合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害 

を受けたときは、警察へ通報しなければならない。 

 

（２）不当介入による履行期間の延長 

   受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了するこ 

とができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。 

 



９ その他留意事項 

  ・業務の実施にあたっては、発注者と緊密な連絡を取り、その指示に従うこと。 

・本仕様書に明示なき事項及び本仕様書により難い事項については、その都度発注者と協議

のうえ進めること。 

 

別記１ 

著 作 権 等 取 扱 特 記 事 項 

 

 （著作者人格権等の帰属） 

第１ 印刷製本物が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18条から第 20条までに

規定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第 21条から第 28条までに規定する権

利（以下「著作権」という。）は受注者に帰属する。 

２ 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物

に係る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供

した者に帰属する。ただし、発注者又は受注者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物

に該当する場合については、当該第三者に帰属する。 

 （著作権の譲渡） 

第２ 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（同法第 27条

及び第 28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

２ 印刷製本物の作成のために受注者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素

材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第 27条及

び第 28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

 一 原稿 

 二 イラスト 

 三 写真 

３ 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真

その他の素材の著作権が帰属している場合には、受注者は、あらかじめ受注者とその者との書

面による契約により当該著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を受注

者に譲渡させるものとする。 

 一 受注者の従業員 

 二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

４ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

（著作者人格権） 

第３ 受注者は、甲に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素

材（以下「印刷製本物等」という。）が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しない

ものとする。 

２ 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部

分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。 

（保証） 



第４ 受注者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しな

いものであることを保証するものとする。 

（印刷製本物等の電子データの提供） 

第５ 受注者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データを当該印刷製本物の引渡し時に引き

渡すものとする。 


